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特　　記　　事　　項

２．施工現場及び資材置場付近の住民に対し、工事についての趣旨説明を十分に行い、

　円滑に施工すること。

３．地下埋設物等については、必要に応じて、試験掘等により調査確認のうえ事故等の

　ないように施工すること。

４．境界杭及び境界ピンについては、工事着手前に位置を確認し、現況写真を撮る等の

　対応を行い、細心の注意を払い欠損することの無いように施工すること。

５．配水管の水圧検査については、

　　・水道配水用ポリエチレン管(HPPE)は0.50MPaまで加圧し１時間、それ以外の管種

　　　(DIP・HIVP・SUS等)は0.74MPaまで加圧し２時間、それぞれ記録用紙を提出する。

６．給水管の水圧検査については、

　　・ポリエチレン管は0.74MPaまで加圧し口径分の時間(φ25なら25分)、塩ビ管は

　　　1.75MPaまで加圧し２分以上、それぞれ確認する。

現 場 説 明 書
　現場説明は省略しますので、工事現場を適宜踏査し測量調査等を行い本設計図書を

熟覧のうえ積算して下さい。

右籾地内配水管布設工事  

土浦市　右籾　地内

令和　　年　　月　　日 より

令和　８年１１月２０日 まで

水道課工務係

滝田　昌曉

渡邊　光浩

中泉　勇人

茨城県土木部・企業局建設工事必携・給水装置施設基準のとおり

建設工事必携・給水装置施設基準のとおり

　建設工事請負契約書第１０条、建設業法第２６条及び同施行令

第２７条により他工事と兼務しない専任代理人を選定し工事現場

に常駐するものとする。

　水道施設（給水装置を含む）を破損漏水させた場合、漏水量そ

の他の費用を徴収する。

※　受注後、特別の理由がない限り、契約書に定める工事始期日以降

３０日以内に工事着手しなければならない。

１．受注後、新規需要家に給水装置の趣旨を十分説明し、理解を求め給水普及に努める

　こと。

　　　　   日間



７．舗装塊(粗粒、密粒、細粒)は、指定処分とし搬入先のマニフェストを提出すること。

８．掘削残土は、指定処分としストックヤード利用申請を搬入先に提出すること。

９．仕切弁筺には、明示プレートを取付けること。

10．掘削した箇所は、その日のうちに埋め戻しを行い、速やかに仮復旧すること。

17．今後、新消防署整備に関する近接工事が予定されていることから、施工業者

11．本復旧までに路面の沈下があった場合には、すぐに補修すること。

12．硬質塩化ビニル管の管天端にも明示テープを貼付すること。

13．押輪のゴム輪は、直管・異形管共に自動的に芯が出る構造のものを使用すること。

14．鋳鉄管の挿し口加工部及び切管端面は、必ず専用の防食塗料を塗布すること。

15．各種管の布設/接合については、技術資料や接合要領書(日水協、ダクタイル鉄管

　　協会、ポリエチレンパイプ協会、塩ビ管・継手協会等)を基に、確実に施工すること。　

16．ポリエチレン管溶剤浸透防止被覆管を使用する場合は、監督員と協議を行い材料使

　　用届で承認を得ること。

　　同士で調整し、施工管理、工程管理に留意すること。


